






の修正を要望します。 

具体的な修正案は、以下のとおりです。 

【修正案】 

一、八九三・六五 MHz以上一、九〇五・九五 MHz以下の周波数であって、一、

八九三・六五 MHz及び、一、八九三・六五 MHzに三〇〇ｋHzの整数倍を加え

たもの（一、八九八・四五 MHz及び一、九〇〇・二五 MHzを除く。） 

 なお、修正案の場合、今後、新規に製造される狭帯域デジタルコードレス

電話（自営用 PHS）の無線設備について、新制御チャネルの周波数を通話チ

ャネルとして使用を可能となり、今後のデジタルコードレス電話の各種方式

間における円滑な周波数共用が図られないことが懸念されますが、業界内で

新制御チャネルを通話チャネルに使用しないようルール化を図り、運用して

いくことで対応が可能と考えられます。 

 上述していることが認められるのであれば、改正案は新制御チャネルの追

加のみとなり、当該経過措置は不要と考えます。 

 上述の理由と同様に、PHS の技術基準の改正案についても同様に措置（現

行基準のままとし、改正は不要）していただきますよう要望します。 

2 XGP フォー

ラム 

デジタルコードレス電話について新たに TD-LTE 方式を導入することは、

IoT 等の多種多様化する市場のニーズに合ったものであり、電気通信市場の

活性化が図れるものと考えております。以下各論にてコメントいたします。 

・「別添 14 八頁」の新設告示案における下線部の規定についても、市場の

ニーズを踏まえ今後速やかに制度化が図られることを希望いたします。 

 当該ニーズは、陸上無線通信委員会報告書「第１章 審議の背景等」でも

「１．２．４ sXGP方式の概要、(4)sXGP方式の利用イメージ」などに記載さ

れた通り、従来の自営 PHS子機が出先でも公衆 PHS端末として利用可能であ

ることと同様の利用形態を可能とし、本方式がその後継システムとなること

を期待するものです。 

 本改正案に対する

賛成意見として承り

ます。 

 なお、電気通信事業

者が提供する電気通

信業務を組み合わせ

た利用については、電

気通信事業者等との

検討結果を受けて、今

後制度整備すること

無 



 具体的には、自営無線方式である本方式と、電気通信事業者が提供する電

気通信業務を組み合わせた利用が可能となるよう規定頂くことを希望いた

します。 

別添 14（抜粋） 

三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局

に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。 （中略） 

 ４ 識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。ただし、電気通信業

務を行うものにあっては別に定める。 

といたします。 

 




